
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市立泉が丘小学校 学校だより 

 

令和６年度 第８号 １２月１６日 

◇ 教育目標・合言葉 ◇ 

「し っ か り 学 ぶ」  「よりよく生かす」 

「なかよく生きる」 「元気でがんばる」 

発行者 引地 健二 

※ ＨＰではカラーでご覧になれます。 

 
〈１２月上旬の校舎南のイチョウ〉 

ご参観，ありがとうございました！！ 
１２月７日（土）の全市一斉土曜授業では全学級の授業を公開させていた

だきました。昨年は，直前にインフルエンザによる学級休業があったので， 

保護者の方々の参観時間を分けさせていただきましたが，今年度は，地域の方々も含め， 

２時間の授業を制限なしで自由に参観していただくことができました。昔遊びやお祭りの

リハーサル，出前授業など，幅広く様々な授業や子供たちの頑張る姿を多くの方々に見て

いただくことができたことを大変うれしく思います。保護者の皆様には，ご協力をいただ

き誠にありがとうございました。お世話になりました。 

 

   

 

   

   

１年生の生活科：むかしあそびにちょうせんしよう ２年生の生活科：いずみっ子まつりリハーサル ３年生の出前授業：宇都宮百景 

   
４年生の国語：百人一首に親しもう ５年生の外国語：道案内をし合おう ６年生の出前授業：e ネット安心・安全講座 

 

 泉が丘中学校の数学担当の先生が２名来校し，６年生

に授業を行いました。正負の数とその計算についての内

容でしたが，キャラクターの掲示物やすごろくを活用し

て楽しく授業を進めていただきました。子供たちは中学

校の授業内容に触れたり，中学校の先生の雰囲気を感じ

たりすることができ，充実した時間となりました。 

 

 本校６年生と泉が丘中学校の１年生が合同で，越戸せ

せらぎ通りの清掃を行いました。地域への愛情を深めた

り，小中学生同士で交流を図ったりすることが目的で

す。小グループで協力し合って落ち葉はきをしたり，雑

草取りをしたりする姿が見られるとともに，活動しなが

ら中学校生活についての会話もたくさんできました。 

◆ 小中一貫合同清掃   １１月２２日(金) ◆ 地域学校園乗り入れ授業 １１月２６日(火) 

    

 小学校・中学校が連携した取組 ～ スムーズな接続に向けて ～ 

その他にも，小中合同のあいさつ運動や，教員同士の教科・担当業務に分かれての話合いなどで連携を図って

います。また，１月には６年生の中学校訪問を予定しており，授業や部活動の様子などを見たり，生徒会の代表

から中学校生活についての話を聞いたりする予定です。これらの活動を通して，スムーズな進学につなげていき

たいと考えています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の冬休みは１３日間となります。インフルエンザやマイコプラズマ肺炎等の感染症の 

流行が心配な中ではありますが，ゆっくりと楽しく過ごしてほしいと思います。特に，年末 

年始は，日本の伝統・文化・習慣等を学ぶよい機会でもあります。親子で会話を楽しみなが 

ら，そんな伝統等にもふれてほしいと思います。 

♥ 楽しい冬休みを！！ １２月２６日（木）～１月７日（火） 

 

 

 よりよい学校にするために自主的に行動してくれた児童の様子を紹介します。心が育っていてうれしい限りです。 

◇ 先生方の出張が多く，早い下校になった１１月の火曜日に，３年生と６年生の十数人が進んで落ち葉はきをして

くれました。大きなごみ袋で約２０袋分の落ち葉を集めたそうです。それを見た保護者の方 

がとても感心したとのことで，翌朝に教えてくれました。とてもうれしいお知らせでした。 

◇ 最近は，トイレのサンダルが揃っていることが多く，とても気持ちがいいです。自主的に 

揃えている子，全クラスで力を入れている学年など，すばらしい取組が見られます。 

◇ あいさつボランティアは，１１月から異学年で取り組んでいます。１１月下旬，１２月上 

旬は４年生と２年生の組み合わせでしたが，４年生が優しく２年生の面倒を見る姿が随所に 

見られ，温かい気持ちになりました。また，朝，ランドセルを職員玄関脇に置いて活動を始 

めますが，「きちんと並べて置くと気持ちがいいね」と一度アドバイスをすると，次の日はとてもきれいに並んで

いました。気を付けてランドセルを置いたり，進んできれいに並べたりする姿が見られ，感心しました。 

 

♣ よりよい学校にするために～ 自ら進んで行動できることが，すばらしい！ 

 
１１月からの１か月だけで，宇都宮市内の小中学校生の交通事故が１７件続発しています。登 

下校だけではなく，放課後や休日等にも発生している状況です。徒歩・自転車ともに「飛び出し」 

による事故が多く，大きな事故も発生しています。また，自転車乗車中における「スピードの出し

過ぎ」や「前方不注意」による事故も多発しています。先日は，東京で女子高生の乗った自転車と高齢者の衝突事故

があり，高齢者は頭を強く打って亡くなるという事故も発生しました。女子高生の前方不注意によるものでしたが，

この事故のように自転車乗車中の事故においては「加害者になりうる場合がある」ということも頭に入れておかな

くてはなりません。冬休みが近づき気持ちも緩みがちになる頃ですので，下記の内容（警視庁・警察庁資料より抜

粋）を参考に自転車の乗車や交通安全について再度お声掛けくださいますようはお願いいたします。 

自転車事故に気を付けよう ！！ 

自転車はルールを守って安全運転！！～自転車安全運転五則を守りましょう～ 

その１  車道が原則，左側通行 歩道は例外，歩行者を優先 

 

◆◆◆◆◆◆ 

≪その他の注意点≫ 

★登下校時に信号無視等の車により事故に巻き込まれることもあります。道路横断の際は，青信号であっても左

右を確認することや，横断歩道では手を挙げて横断の意思を伝えるハンドサインを活用することも大切です。 

★自転車の「ながら運転」も絶対にしないようにしましょう。「二人乗りしながら」「傘をさしながら」「ながら

スマホ」などです。特に，「ながらスマホ」による事故等の罰則は，改正道路交通法により強化されました。 

自転車は，車道の左側を通ることがきまりですが，子供（１３歳未満）が自転車に乗 

るときは，歩道を通ることができます。歩道は歩いている人が優先です。歩道を通ると 

きは車道側に寄って通行し，歩いている人の妨害になりそうなときは止まります。 

信号は必ず守ります。また，「止まれ」の標識や，道路に「止まれ」と書いてあるときは， 

必ず止まって安全確認をします。左右が見えにくい交差点は，しっかり左右の安全を確認しまします。 

乗車用ヘルメットは，交通事故時における被害軽減を図る重要な役割を果たします。子供から大人まで，全 

ての自転車利用者がヘルメットを着用しましょう。保護者の方は，子供を自転車に同乗させるときや子供が自 

転車を運転するときは，ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。（道路交通法第 63 条の 11） 

 

その２  交差点では信号と一時停止を守って，安全確認 

その３  夜間はライトを点灯 

夜間，無灯火では，前方の安全確認ができません。また，周りからも見えにくくなり，大変危険です。 

その４  飲酒運転は禁止（こちらは大人対象の内容ですが・・） 
自転車も，自動車の場合と同様に，お酒を飲んだときは，運転してはいけません。今般 

の道路交通法の改正で飲酒運転だけではなく，酒気帯び運転も罰則の対象となりました。 

その５  ヘルメットを着用  


